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(6) この制度により新規就農についてのハードルは下がっ
たと思われるが、今後、新規就農促進のための施策はあ
るか。

　現在のこの制度の運用状況について。

　この制度を適用できる区域について。

藤枝市でも同様の取組を行っているがそれとの違いは
何か。
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発言
順序

氏名 　　植　松　健　一　　議員

ペットマナーについ
て

　なぜもっと早く施行できなかったのか。

発 言 項 目 要　　　　旨

　どのような過程で本制度が施行されたのか。

　当市における市民のペット飼育の現状について。

犬・猫等ペットを飼う人が増えている。ペットを飼うこと
によってストレスや不安が癒やされたり、生活が規則的にな
るなど心身ともに良い効果が得られることが多い。また家族
で飼うことにより同じ目的意識を持ち絆が深まったり、ペッ
ト愛好家同士や動物好きな人とのコミュニケーションが広が
るなどメリットが多い。その反面、飼い方を守らないことに
より近隣や他の人に迷惑をかけたり害になったりすることも
起きている。ペットの飼い方について市の考えを伺う。

　ペットの苦情について。

　ペットの事故について。

遊休農地対策につい
て

ペットの飼い方のマナー啓発について行っていること
はあるか。

　飼い犬条例について。

　犬の登録制度について。

毎年、耕作放棄地の増加に歯止めがかからない状況になっ
ている。そんな中、本年４月１日より耕作放棄地の解消、新
規就農の促進を図るため、農地取得等に関わる面積要件の一
部緩和が行われた。これにより耕作放棄地の増加に歯止めが
かかることが期待されている。この制度の運用と成果につい
て市の考えを伺う。
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